
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
病

気
や
け
が
を
し
た
時
に
病
院
な
ど
の

医
療
費
の
一
部
を
負
担
す
る
保
険
制

度
で
、
加
入
す
る
皆
さ
ん
が
お
金
を

出
し
合
っ
て
助
け
合
う
制
度
で
す
。

し
か
し
、
被
保
険
者
の
高
齢
化
や
医

療
技
術
の
高
度
化
な
ど
に
よ
っ
て
１

人
当
た
り
の
医
療
費
が
増
加
し
て
お

り
、
厳
し
い
運
営
状
況
と
な
っ
て
き

た
こ
と
か
ら
、
国
保
税
を
改
定
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

７
月
に
送
付
す
る
納
税
通
知
書
に

同
封
す
る
し
お
り
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

※
令
和
５
年
度
の
納
税
通
知
書
は
、

国
保
の
被
保
険
者
の
い
る
世
帯
主

に
、
７
月
上
旬
か
ら
中
旬
ま
で
に

送
付
し
ま
す
。

国
保
税
率
な
ど
の
改
定
内
容

国
保
は
、
都
と
市
区
町
村
が
共
同

で
運
営
し
て
い
ま
す
。
都
は
、
財
政

運
営
の
責
任
主
体
と
し
て
、
市
区
町

村
の
保
険
給
付
に
必
要
な
費
用
を
全

額
支
払
う
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
各

市
区
町
村
の
医
療
費
水
準
や
所
得
水

準
に
応
じ
た
「
標
準
保
険
料
率
」
を

提
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ま
ま
適
用

す
る
と
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
は

急
激
な
負
担
増
と
な
る
た
め
、
影
響

に
配
慮
し
な
が
ら
、
国
保
税
率
な
ど

を
表
１
の
と
お
り
改
定
し
ま
し
た
。

ま
た
、
低
所
得
世
帯
の
負
担
を
緩
和

す
る
た
め
、
軽
減
判
定
基
準
額
を
表

２
の
と
お
り
改
定
し
ま
し
た
。

医
療
費
の
適
正
化

市
で
は
、
医
療
費
の
適
正
化
に
向

け
て
、
健
康
づ
く
り
施
策
の
充
実
、

レ
セ
プ
ト
点
検
の
強
化
、
後
発
医
薬

品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）
の
利

用
促
進
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
ま
た
、
国
保
に
加
入
す
る
皆
さ

ん
が
、
健
康
増
進
の
た
め
、
特
定
健

診
な
ど
を
積
極
的
に
受
診
し
、
健
康

状
態
の
把
握
や
生
活
習
慣
の
改
善
に

努
め
て
い
た
だ
く
こ
と
も
大
切
で

す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
医
療
費
の

自
己
負
担
が
減
る
だ
け
で
な
く
、
全

体
の
医
療
費
が
減
少
し
、
国
保
税
の

増
額
を
抑
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。
持
続
可
能
で
安
定
し
た
国
保

事
業
の
運
営
の
た
め
、
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ

保
険
年
金
課
国
民
健
康

保
険
係

大
学
や
専
修
学
校
に
在
学
中
の
20

歳
以
上
の
学
生
（
本
人
の
前
年
所
得

が
基
準
額
以
下
の
方
に
限
り
ま
す
）

は
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
を
利
用

す
る
こ
と
で
、
在
学
期
間
の
保
険
料

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
を
期
限
（
翌
月
末
）
ま
で

に
納
付
し
な
い
と
、
不
慮
の
事
故
な

ど
で
障
が
い
の
状
態
に
な
っ
た
と

き
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
取
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
納
付
が

困
難
な
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
学
生
納
付
特
例
期
間
の
保
険
料

は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
あ
と

か
ら
納
付
（
追
納
）
で
き
ま
す
（
追

納
時
期
で
当
時
の
保
険
料
に
加
算

額
が
つ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

※
卒
業
し
た
方
で
、
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
場
合
は
「
免
除
・
納
付

猶
予
制
度
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
方
法
「
国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
申
請
書
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち

の
方
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら

電
子
申
請
が
で
き
ま
す
。

▽
持
ち
物

学
生
証
か
在
学
証
明

５
月
20
日
㈯
は
「
交
通
事
故
死
ゼ

ロ
を
目
指
す
日
」
で
す
。『
思
い
や

り
の
輪
を
み
ん
な
で
広
げ
て
交
通
事

故
を
ゼ
ロ
に
！
』

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
期
間

中
、
交
通
ル
ー
ル
を
よ
く
守
り
、
正

し
い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
付

け
る
よ
う
呼
び
か
け
ま
す
。
一
人
ひ

と
り
が
交
通
安
全
意
識
を
高
め
て
、

交
通
事
故
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

▽
重
点
項
目

●
重
点
１
…
こ
ど
も
を
始
め
と
す
る

歩
行
者
の
安
全
の
確
保

●
重
点
２
…
横
断
歩
行
者
事
故
等
の

防
止
と
安
全
運
転
意
識
の
向
上

●
重
点
３
…
自
転
車
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト

着
用
と
交
通
ル
ー
ル
遵
守
の
徹
底

●
重
点
４
…
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
等

の
交
通
ル
ー
ル
遵
守
の
徹
底

●
重
点
５
…
二
輪
車
の
交
通
事
故
防

止春
の
交
通
安
全

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

（
福
生
警
察
署
管
内
）

▽
日
時

５
月
７
日
㈰

午
後
２
時

か
ら

▽
場
所

秋
川
キ
ラ
ラ
ホ
ー
ル

▽
内
容

●
第
１
部
…
式
典

●
第
２
部
…
鼓
笛
演
奏
（
福
生
交
通

少
年
団
）、
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
（
福

生
交
通
安
全
協
会
吹
奏
楽
部
）

交
通
安
全
パ
レ
ー
ド

（
五
日
市
警
察
署
管
内
）

▽
日
時

４
月
29
日
㈯

午
前
10
時

55
分
～
11
時
25
分

▽
場
所

五
日
市
警
察
署
か
ら
武
蔵

五
日
市
駅
ま
で

▽
内
容

武
蔵
五
日
市
駅
前
ロ
ー
タ

リ
ー
で
ス
ケ
ア
ー
ド
・
ス
ト
レ
イ

ト
（
ス
タ
ン
ト
マ
ン
に
よ
る
自
転

車
の
交
通
事
故
の
再
現
）
午
前
11

時
40
分
～
午
後
０
時
10
分

※
雨
天
中
止

▽
問
合
せ

五
日
市
警
察
署
（
☎
５

９
５
・
０
１
１
０
）、
福
生
警
察

署
（
☎
５
５
１
・
０
１
１
０
）
、

五
日
市
交
通
安
全
協
会
（
☎
５
９

６
・
１
８
８
２
）
、
福
生
交
通
安

全
協
会
（
☎
５
５
２
・
０
６
７

７
）、
地
域
防
災
課
交
通
防
犯
係

固
定
資
産
税
は
、１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
土
地
、
家
屋
、
事
業
用
償
却

資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
課
税
内
容
を
記
載
し
た
納

税
通
知
書
（
課
税
明
細
書
）
を
５
月

に
発
送
し
ま
す
の
で
、
自
己
所
有
の

固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

※
非
課
税
物
件
は
明
細
に
記
載
さ
れ

ま
せ
ん
。

※
免
税
点
未
満
の
場
合
に
は
納
税
通

知
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
課
税
明
細
書
は
確
定
申
告
な
ど
に

利
用
で
き
ま
す
。

※
所
有
す
る
固
定
資
産
と
課
税
明
細

書
の
内
容
が
異
な
る
場
合
は
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

課
税
課
土
地
資
産
税

係
・
家
屋
資
産
税
係

市
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
人
道

危
機
に
お
け
る
救
援
活
動
を
継
続
し

て
支
援
す
る
た
め
、
救
援
金
の
受
付

期
間
を
延
長
し
ま
す
。
お
預
か
り
し

た
救
援
金
は
、
日
本
赤
十
字
社
を
通

じ
て
お
届
け
し
ま
す
。

▽
救
援
金
箱
設
置

●
日
時
…
令
和
６
年
３
月
22
日
㈮
ま

で

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分
（
平
日
）

●
場
所
…
市
役
所
１
階
、
五
日
市
出

張
所
（
社
会
福
祉
協
議
会
五
日
市

事
務
所
）、
秋
川
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
（
社
会
福
祉
協
議
会
）

●
そ
の
他
…
直
接
口
座
へ
振
り
込
む

方
は
、
日
本
赤
十
字
社
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

総
務
課
庶
務
係

宮
﨑
律
子
さ
ん
が
４
月
１
日
付
け

で
、
法
務
大
臣
か
ら
人
権
擁
護
委
員

に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
人
権
擁
護
委

員
は
、人
権
擁
護
委
員
法
に
基
づ
き
、

人
権
相
談
や
人
権
の
考
え
を
広
め
る

活
動
を
し
て
い
る
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
す
。
市
で
は
、
６
人
の
人
権
擁

護
委
員
を
人
権
身
の
上
相
談
員
に
委

嘱
し
、
人
権
思
想
の
啓
発
活
動
、
家

庭
の
悩
み
、
い
じ
め
や
差
別
な
ど
日

常
生
活
に
お
け
る
人
権
身
の
上
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
。

▽
問
合
せ

市
民
課
市
民
相
談
窓
口

係

３
月
定
例
会
議
の
本
会
議
の
模
様

を
配
信
中
で
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
市
議
会
」
か
ら
「
本
会
議
録
画

中
継
」を
検
索
し
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

▽
問
合
せ

議
会
事
務
局

本会議
録画中継

表１　国保税率など

区分 医療分 支援金分 介護分

所得割 5.79％ 2.08％ 1.97％

均等割 30,000円 11,400円 13,500円

課税

限度額
65万円 22万円 17万円

表２　転減判定基準額

軽減割合 合計所得金額

７割 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－１）

５割 43万円＋29万円×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－１）

２割 43万円＋53.5万円×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－１）

書
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
お

持
ち
で
な
い
方
は
運
転
免
許
証
な

ど
の
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
）

継
続
利
用
の
方
は

更
新
手
続
き
が
必
要
で
す

令
和
５
年
３
月
ま
で
の
申
請
分
が

承
認
さ
れ
た
方
で
、
引
き
続
き
４
月

以
降
も
在
学
予
定
の
方
に
日
本
年
金

機
構
か
ら
手
続
き
案
内
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
案
内
が
届
い
た
方
で
、
継

続
申
請
す
る
場
合
は
申
請
書
（
は
が

き
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
在
学
す
る
学
校
な
ど
に
変
更
が
あ

る
方
は
、
申
請
書
（
は
が
き
）
で

は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

▽
申
請
・
問
合
せ

保
険
年
金
課
年

金
係
、
青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０

４
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和５年（2023年）４月15日 （2）

令
和
５
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
改
定

国
民
年
金
保
険
料「
学
生
納
付
特
例
制
度
」(

ガ
ク
ト
ク)

令
和
５
年

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

５
月
11
日
〜
20
日

〜
世
界
一
の
交
通
安
全
都
市
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
を
目
指
し
て
〜

固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
納
税
通
知
書

（
課
税
明
細
書
）の
発
送

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
救
援
金
の
受
付
期
間
を
延
長
し
ま
す

人
権
擁
護
委
員
に
宮
﨑
律
子
さ
ん

市
議
会
本
会
議
の
模
様
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
録
画
）で

配
信
中


